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町からのお知らせ

  

新
成
人
の
皆
さ
ん
へ
　
20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

▽
国
民
年
金
っ
て
な
に
？

国
民
年
金
は
、
年
齢
を
重
ね
た
と

き
や
、
い
ざ
と
い
う
と
き
の
生
活

を
、
現
役
世
代
み
ん
な
で
支
え
よ

う
と
い
う
考
え
で
作
ら
れ
た
仕
組

み
で
す
。
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の

方
が
加
入
し
、
保
険
料
を
納
め
ま

す
。
国
が
運
営
す
る
た
め
、
安
定

し
て
い
て
、
年
金
の
給
付
は
生
涯

に
わ
た
っ
て
保
証
さ
れ
ま
す
。

▽
ど
ん
な
と
き
に

　
　
　
　
年
金
を
受
け
取
れ
る
の
？

国
民
年
金
は
、
老
後
の
た
め
だ
け

の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
年
齢

を
重
ね
た
と
き
の
老
齢
年
金
の
ほ

か
、
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
が
あ

り
ま
す
。
障
害
年
金
は
、
病
気
や

事
故
で
障
が
い
が
残
っ
た
と
き
に

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
遺

族
年
金
は
、
加
入
者
が
死
亡
し
た

場
合
に
、
そ
の
加
入
者
に
よ
っ
て

生
計
を
維
持
さ
れ
て
い
た
遺
族

（
子
の
あ
る
配
偶
者
や
子
）
が
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽
保
険
料
を
払
え
な
い
と
き
は
？

・
学
生
納
付
特
例
制
度

学
生
の
方
で
、
本
人
の
所
得
が
一

定
額
以
下
の
場
合
に
、
国
民
年
金

保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制

度
で
す
。
対
象
は
、
学
校
教
育
法

に
規
定
す
る
大
学
（
大
学
院
）、

短
期
大
学
、
高
等
学
校
、
高
等
専

門
学
校
、
専
修
学
校
及
び
各
種
学

校
（
修
業
年
限
１
年
以
上
で
あ
る

課
程
）、
一
部
の
海
外
大
学
の
日

本
分
校
に
在
学
す
る
方
で
す
。

・
保
険
料
納
付
猶
予
制
度

学
生
で
な
い
20
歳
か
ら
50
歳
未
満

の
方
で
、
本
人
及
び
配
偶
者
の
所

得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
に
、
国

民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ

れ
る
制
度
で
す
。

※
問
合
せ
先

・
住
民
生
活
課　

保
険
年
金
係

☎
９
２

－

７
９
３
４

・
佐
賀
年
金
事
務
所

☎
０
９
５
２

－

３
１

－

４
１
９
１

  
町
営
住
宅
の
入
居
者
を
募
集
し
て
い
ま
す

　

町
営
住
宅
の
入
居
申
込
み
は
、
随

時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

▽
募
集
団
地

　

割
田
団
地
、
本
桜
団
地

・
家
賃
は
所
得
で
変
わ
り
ま
す
。

・
両
団
地
と
も
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は

あ
り
ま
せ
ん
。

・
風
呂
釜
と
浴
槽
は
、
入
居
者
で
準

備
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。（
本

桜
団
地
５
・
６
棟
を
除
く
）

▽
入
居
申
込
み
資
格

・
税
金
の
滞
納
が
な
い
こ
と
や
、
入

居
者
全
員
の
所
得
等
の
要
件
が
あ

り
ま
す
。

・
単
身
入
居
の
場
合
は
、
年
齢
制
限

等
の
要
件
が
あ
り
ま
す
。

▽
申
込
み
方
法

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

住
民
票
、
所
得
証
明
書
、
税
金
の

滞
納
の
な
い
証
明
書
等
を
添
え

て
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
連
帯
保
証
人
と
な
ら
れ
る
方
が
２

人
必
要
で
す
。

※
申
込
み
・
問
合
せ
先

建
設
課　

整
備
・
管
理
係

☎
９
２

－

７
９
６
３

割
田
団
地
（
小
倉
５
５
０

－

１
）

・
家
賃　

１
万
１
０
０
円
～

・
間
取　

３
Ｋ

・
校
区　

基
山
小
学
校

本
桜
団
地

（
小
倉
１
６
７
３

－

９
、
11
）

・
家
賃　

１
万
４
，
７
０
０
円
～

・
間
取　

３
Ｋ
、
３
LK
、
３
DK

・
校
区　

若
基
小
学
校

有
料
広
告
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町からのお知らせ

  
平
成
28
年
分
の
確
定
申
告
か
ら 

　
　
　
　
　  

個
人
番
号
の
記
載
が
始
ま
り
ま
す

　

平
成
28
年
分
の
確
定
申
告
（
町
県

民
税
申
告
を
含
む
）
か
ら
、
申
告
者

本
人
、
控
除
対
象
配
偶
者
、
控
除
対

象
扶
養
親
族
、
障
害
者
控
除
対
象
者

及
び
事
業
専
従
者
の
個
人
番
号
（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
）
の
記
載
が
必
要
に
な

り
ま
す
。

　

申
告
の
際
に
は
、
申
告
者
本
人
の

個
人
番
号
確
認
書
類
と
身
元
確
認
書

類
が
必
要
で
す
。（
下
表
参
照
）

　

申
告
日
程
等
の
詳
細
は
、
税
の
特

集
号
（
１
月
15
日
発
行
）
に
掲
載
し

ま
す
。

※
問
合
せ
先

　

税
務
課　

住
民
税
係

☎
９
２

－

７
９
１
８

  

県
下
一
斉
防
災
行
動
訓
練
を
実
施
し
ま
す

　

県
で
は
、
１
月
17
日
（
阪
神
大
震

災
発
生
日
）
に
自
助
の
意
識
向
上
を

図
る
た
め
、
地
震
発
生
時
の
安
全
確

保
行
動
を
行
う
県
下
一
斉
防
災
行
動

訓
練
を
実
施
し
ま
す
。

　
「
ど
こ
で
も
、
だ
れ
で
も
参
加
で

き
る
訓
練
」
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
参

加
く
だ
さ
い
。
な
お
、
訓
練
開
始
の

連
絡
等
は
あ
り
ま
せ
ん
。
各
自
で
訓

練
を
開
始
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
目
的

・
県
内
全
域
で
一
斉
に
訓
練
を
行
う

こ
と
に
よ
る
防
災
意
識
の
向
上

・
地
震
災
害
に
よ
る
リ
ス
ク
や
安
全

確
保
行
動
に
つ
い
て
の
理
解
の
促

進
▽
日
時
　
１
月
17
日
（
火
）

・
身
を
守
る
行
動
訓
練　

午
前
10
時

・
緊
急
速
報
メ
ー
ル
の
受
信
体
験

午
後
６
時

※
身
を
守
る
行
動
訓
練
と
は
、
地

震
発
生
を
想
定
し
て
、
そ
の
場
で

地
震
か
ら
身
を
守
る
行
動（
体
勢
）

を
取
る
も
の
で
す
。

※
緊
急
速
報
メ
ー
ル
は
、
県
内
全

域
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
・
携
帯
電

話
を
お
持
ち
の
方
に
、
避
難
を
呼

び
か
け
る
訓
練
メ
ー
ル
を
県
か
ら

送
信
し
ま
す
。ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
・

携
帯
電
話
が
一
斉
に
鳴
動
す
る
た

め
、不
都
合
な
方
は
、電
源
を
切
っ

て
く
だ
さ
い
。

※
問
合
せ
先

・
佐
賀
県
消
防
防
災
課

　

災
害
対
策
・
国
民
保
護
担
当

　

☎
０
９
５
２

－

２
５

－

７
０
２
６

・
佐
賀
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w

w
.pref.saga.lg.jp/

bousai/kiji00350577/index.htm
l

  
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の 

　
　
納
付
証
明
書
（
申
告
用
）
を
郵
送
し
ま
す

　

平
成
28
年
１
月
か
ら
12
月
ま
で
の

１
年
間
に
納
付
さ
れ
た
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
は
、確
定
申
告
の
際
に
、

社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
申
告
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
平
成
28
年
中
に

保
険
料
を
納
付
書
又
は
口
座
振
替
で

納
付
さ
れ
た
方
に
、納
付
証
明
書（
申

告
用
）を
１
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

　

年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い
る
方

は
、
平
成
28
年
分
公
的
年
金
等
の
源

泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ
て
い
る
た

め
、
郵
送
し
ま
せ
ん
。
年
金
か
ら
天

引
き
さ
れ
て
い
る
方
で
、
納
付
証
明

書
が
必
要
な
方
は
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

※
申
請
・
問
合
せ
先

住
民
生
活
課　

保
険
年
金
係

☎
９
２

－

７
９
３
４

  

ま
ち
づ
く
り
推
進
審
議
会
を
開
催
し
ま
す

　

基
山
町
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
第

27
条
に
よ
り
設
置
を
規
定
さ
れ
て
い

る
、
ま
ち
づ
く
り
推
進
審
議
会
を
開

催
し
ま
す
。

　

審
議
会
は
公
開
し
ま
す
。
傍
聴
を

希
望
さ
れ
る
方
は
、
直
接
、
会
場
に

お
越
し
く
だ
さ
い
。

▽
日
時　

１
月
16
日
（
月
）

　
　
　
　

午
後
３
時
30
分
か
ら

▽
場
所　

役
場
２
階
２
０
２
会
議
室

▽
審
議
会
の
内
容

ま
ち
づ
く
り
基
金
事
業
の
見
直
し

に
つ
い
て

※
問
合
せ
先

　

ま
ち
づ
く
り
課　

協
働
推
進
係

　

☎
９
２

－

７
９
２
０

番号確認書類 身元確認書類

個人番号カード
を持っている方 個人番号カード

個人番号カード
を持っていない
方

通知カード
又は
個人番号が記
載された住民
票の写し

次のいずれか
を１点

・運転免許証
・パスポート
・公的医療保険
   の被保険者証

・年金手帳 等


